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E)  インドネシア 

 

【要旨】 

 世界最多の島嶼を抱え、ジャワ島と他地域との間に格差があり、農業技術の普及が問

題となっている。主食のコメの自給は一時達成したものの、現在は達成できていない。 

 食料自給の達成を第一に考えており、農業省戦略計画 2015-2019 では、高付加価値商

品と食の生産を通した持続可能な農業、バイオ産業システムの達成をビジョンとして

いる。 

 政策が浸透しているジャワ島とそれ以外の地域で格差があり、政策の浸透度と機会の

平等において問題がある。 

 バリューチェーン構築のため、基礎的なインフラ整備のための投資と、収入向上、農

業技術などに関する農民や普及員のトレーニングによる能力強化・改善が必要である。 
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1 農業の概要 

 

インドネシアは、東西 5,100km、南北 1,900kmにおよぶ大小 1万 7 千以上の島々からなる

群島国家であり、国土が日本の約 5 倍の 181 万 1,570 平方キロメートル、人口が世界第 5 位

の 2 憶 5,450 万人である1。多様な土地条件から、農業は多彩なものとなっているが、人口

はジャワ島とバリ島に集中しており、農業は土壌が肥沃なジャワ島に集中している。主要

農作物は、コメ、トウモロコシ、サトウキビ、キャッサバ、大豆、ピーナッツなどである。

多くの地域ではコメを主食としているが、東インドネシア地域など、トウモロコシ、サゴ、

キャッサバを主食としている地域もある2。農業形態は、ジャワ島中心の小規模な農業（コ

メ、キャッサバが中心。コメの総生産量の 6 割はジャワ島で生産）と、スマトラ島等中心

の商品作物（オイルパーム、ゴム等）の栽培に区分される3。食料生産は順調に伸びており、

主食のコメの生産は、収穫面積の拡大により、2005年から 2013年の間、1 年当たり 3.5%増

加した。主食の一つであるトウモロコシの生産もまた、同期間中 1 年当たり 5.5%増加した。

オイルパームの生産は、1990～2010 年の 20 年間で 9 倍も増加し、生産量は世界第 1位であ

る。また、カカオ生産も盛んで、世界第 2 位の生産量を誇っている。主要作物の生産傾向

として、農業生産の構成が主食（特にコメ）の生産からオイルパームといった他の商品作

物へ移行している。主食の中では、2009 年の農業生産の 18.8%をも占めるコメは最も戦略

上重要な作物だが、1990年から 2008年の間にオイルパームの面積シェアが増加している4。 

新興国としての存在感を増してきているインドネシアは、東南アジア諸国の中で最も経

済規模が大きいが、国民 1人当たり GDP で見ると東南アジア諸国内では 5 番目5である。近

年の経済成長に伴った中間層の拡大を通じ、消費市場が活況を呈しており、国内投資も盛

んであることから、内需主導の安定的な成長が期待されている。インドネシアにとって、

日本は最大の輸出相手国であり、日本向け農水産物では天然ゴム、えび、コーヒー豆がよ

く輸出されている。また、近年では、養鶏、肉牛を中心とする畜産が生産を伸ばしている。

そのため、小規模農家から多国籍アグリビジネス企業まで幅広い層を生産過程で取り込ん

だ、グローバル・バリューチェーンの構築など、農産物加工産業において安定的な成長が

期待されている。ただ、気候変動がもたらす脅威にもさらされており、エルニーニョ現象

による天候不良で農産物の生産量が落ち込み、食料価格が上昇するなど負の影響が出てい

ることも課題である6。 

農業構造としては、2003～2013 年までの 10 年間で、農家戸数は 3,120 万人から 2,610 万

                                                   
1 世界銀行、World DataBank、

[http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=IDN&series=&period=]（最終検索日：2015

年 11 月 10 日） 
2 Margaret R. Biswas and Per Pinstrup-Andersen 1985, “Nutrition and Development”  
3 インドネシアの農林水産業概況、農林水産省 

[http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/idn.html]（最終検索日：2015 年 11 月 10日） 
4 Tahlim Sudaryoanto 2015, “The Frame of Agricultural Policy and Recent Major Agricultural Policies” 
5 国際通貨基金 World Economic Outlook Databases 2015 年 4月版 
6 Bloomberg 2015 年 6 月 8 日, [http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NPLL7X6K50YK01.html] 
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人に減少し7、小規模農家数（0.50ヘクタール以下を保有する農家）も減少している一方で、

農家の平均規模は拡大しており、大規模農家の数、農業協同組合数も増加した。規模の大

きい農業組合の役割が増しているようである。小規模農家にとっては限られた農地を利用

して、効率性と生産性を上げる工夫が求められている8。 

 

 

2 農業政策の概要・目的 

 

 インドネシアでは、食料自給の達成を第一に考えている。そのため、インドネシアの農

業政策の基礎となるのは、食料安全保障である9。条件の異なる大小さまざまな島を持つイ

ンドネシアにとって、消費者が購入しやすい値段で食料にアクセスできるようにすること、

コメ、麦といった炭水化物の生産・消費から肉、魚などの動物性食品や果物、野菜、特に

根菜といった植物性食品へと食生活を多様化すること、および競争力のある農産物の生

産・加工、農村における貧困対策の一つとして、収入向上による農民の福祉の改善を促す

ことを目標としている。 

 

（1）農業開発計画 

 インドネシアの開発計画は、20 カ年計画である国家長期開発計画と 5 カ年計画である国

家中期計画および年次の行動計画によって構成されている。現行の長期計画は 2005-2025年、

中期計画は 2015-2019 年を計画期間としている。現在は、農業省戦略計画 2015-2019
10が実

施されている。農業省戦略計画 2015-2019 のビジョンは、「農民の福祉と食料主権を守るた

め、地元素材を使った高付加価値商品および多様で健康的な食の生産を通した持続可能な

農業と、バイオ産業システムの達成」である11。これを達成するべく、インドネシア農業省

は、①食料主権と食の多様化、②食品や作物の競争力と付加価値の向上、③持続可能な農

業とバイオ産業の原料開発によるバイオ産業システムの振興、③農民の福祉と収入の向上、 

④官僚政治の改正と政府の農業分野での信頼と質の高いパフォーマンスの確保を進めると

している。 

 農業省戦略計画 2015-2019 の実施に当たって、GDP、雇用吸収、投資、貿易収支、農家交

易条件、1 人当たりの収入に関して具体的な目標値が設定されている。 

 

                                                   
7 Central Bureau of Statistic 2014. “Sensus Pertanian 2013: Angka Tetap (Agriculture Census 2013: Final Figures)”. 

BPS, Jakarta, http://www.bps.go.id 
8 Tahlim Sudaryanto 2015 “Structural Change of Indonesian Agriculture: Evidence from Agricultural Census 

2003-2013” 
9 2014 年の選挙で成立した新政権では、五つの戦略作物（コメ、トウモロコシ、大豆、砂糖、牛肉）の十

分な生産による食料自給を達成するとしている 
10 Strategic Plan of Agriculture for 2015-2019。中長期計画である The National Medium-Trem Development Plan 

of 2005-2025 の一部である 
11 (1)は Iqbal Rafini 2015 “Strategic Plan of Indonesian Ministry of Agriculture: 2015-2019”を基に作成 
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表 1：農業省戦略計画 2015-2019で定められている具体的な目標値12 

項目 目標値 

GDP 3.87%上昇／年 

雇用吸収 0.61%減少／年 

国内投資  5.02%上昇／年 

海外投資 4.72%上昇／年 

貿易収支 12.7%達成 

農家交易条件 101.21～104.56／年 

1 人当たりの収入 6.29%上昇／年 

小規模農家の 1 人当たり収入 5.77%上昇／年 

 

また、これらの目標達成のためには、特別な予算と支援を実施する組織が必要である。

その予算源は、国家予算だけに限らず、地方政府や国営または地方政府が経営する企業、

国内・海外投資、銀行、企業の CSR、コミュニティ内の予算である。予算の大部分（85～

90%）については、民間から取得し、残りの 10～15%については、政府予算から取得する予

定である。これらの民間資金は、サプライチェーンのマネジメントを支援する産業界と農

民とが共同分担する PPP
13（Public Private Partnershipの略）を通して拠出される予定である。 

 

（2）農地政策 

インドネシアの農家のうち、46.8%は 0.5 ヘクタール以下を所有する小規模農家である。

所有面積が狭いと、農業のみで生計を立てることができない。加えて、土地を産業や居住、

公共インフラの建設など農業以外の目的で利用するために、食料生産に使える土地は年々

減少している。この問題の解決策として、政府は、土地利用の保護に関する法律（Law 

No.41/2009）を制定した。この法律では、(a)地方政府は、食料生産以外の目的に使えない保

護区域を決めること、(b)保護区域で農業以外の目的に土地を利用しようとする団体は、同

レベルの質の代替地を用意しなければならないこと、(c)地方政府がこの法律のモニタリン

グと実施に関して責任を持つことが制定されている。だが実際には、水田をオイルパーム

のプランテーションに変えてしまうなど、この法律は厳密に守られていないこともある14。 

 

（3）環境と天然資源 

食料自給率を高めるため、農業の強化と農地拡大が必要とされるが、人口増加や都市化

が環境を脅かす可能性も指摘されている。多年生の作物や特にオイルパームは急激な森林

伐採と温室効果ガスの排出を引き起こす。森林伐採は、気候変動や洪水、土壌浸食、裸地

                                                   
12 Iqbal Rafini 2015 “Strategic Plan of Indonesian Ministry of Agriculture: 2015-2019”を基に作成 
13 官と民がパートナーを組んで事業を行うという、官民協力の形態 
14 (2)～(8)は Tahlim Sudaryanto 2015 “The Frame of Agricultural Policy and Recent Major Agricultural Policies”を

基に作成 
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化や水質低下につながる。インドネシアでは森林伐採による温室効果ガスの排出が問題視

されており、この問題に対し、環境保護に関する法律（The Law No.23/1997）が制定された。

この法律では、持続的な開発と農業プロジェクトに対して環境インパクトの評価を行うこ

とを義務づけている。この法律は Law No. 32/2009 として、警察と協同したさらに拘束力の

強い内容に改訂されている。   

 

（4）生産とマーケティングの政策            

食料安全保障を達成すべく、インドネシア農業省は、 州や県ごとにコメの耕作面積の目

標値を設定し、その値について州政府の農業担当官と協議している。目標値を達成するた

めの政策は次の五つを含む：(a)新しい生産技術の普及、(b)生産のためのインプット（種子、

肥料、化学薬品）の利用可能性の主導、(c)肥料と種子に対する補助金の供給、(d)基準指標

価格でのコメの調達、(e)国内での普及活動の支援である。次に、最も重要な二つの政策で

ある、肥料と種子に対する補助金および価格政策と、それを踏まえた農業保護指数につい

て説明する。 

 

1) 肥料と種子の補助金 

特に主食の生産量増加のため、肥料は必須である。小規模農家が無理なく肥料を購

入できるよう、政府は肥料業者に補助金を支払い、そうすることで農民が低価格で肥

料を購入できるよう、間接的な支援をしている。同様の補助金は、コメ、トウモロコ

シ、大豆の種子に支給されており、種子は農民と国営会社が協力して作っている。 

 

2) 価格支援 

食料自給を達成するため、主食の中でも特にコメはかなり価格規制されている。農

民のインセンティブを得るため、政府はコメの調達価格を国際市場価格よりも高く設

定している。調達価格は BULOG（国営企業）が農民からコメを買い取る際の基準価格

となっている。BULOG は国内で生産されたコメの 5%のみを調達して備蓄米とし、市

場価格を上昇させている。BULOG の調達による備蓄は二つの目的で使われている。一

つが、(a) 貧困家庭に補助金を受けた値段でコメを売ること（通称 RASKIN：Rice for the 

Poor Program)、もう一つが、(b)コメの価格が一定程度に達した場合、マーケットオペ

レーションを開放し、コメの価格を安定させることである。この政策フレームワーク

とコメの輸入のコントロールで、国内のコメの価格は世界の市場価格より 13～18%高

くなっている。こうすることで、国内のコメ農家は適度に保護を受けることができて

いる。ただ一方で、購買力の低い消費者にとっては買いづらく、価格支援は低栄養人

口を 2～22%増加させたとの見方もある。 
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3) 農業保護指数について 

インドネシアの PSE
15（Producer Support Estimate の略）は、国際市場によって大きく

変動するものの、1995～97年の 3年間で 3.9%であったが、2012～2014年の 3年間には、

20.6%まで上昇した。このサポートは主に、前述の市場価格支援と投入物の補助金（大

部分が肥料と種子）として供給された。この数値は OECD 加盟国の平均値の 17.9%よ

りも高く、中国の 19.2%よりも高い数値となっており、インドネシア政府の農業保護が

諸外国と比べて手厚いことを意味している。この支援にかかるコストが GDP に占める

割合は、1995～1997 年で 0.8%であったが、2012 年～2014 年には 3.6%になっており、

OECD 加盟国平均の 0.8%より随分高くなっている（中国は 3.2%）16。インドネシアで

は、国内生産を促進することで食料安全保障の強化に力を入れており、それを反映す

るため最重要視しているのが、価格支援と肥料補助金である。これは、農民が農作物

を増産するインセンティブとなっている一方で、経済全体にとっては負担が大きく、

その度合いが徐々に高まっていることも同時に示しており、地方の貧困家庭の栄養不

足を招く原因ともなっているという。 

 

（5）食料安全保障と安全性 

国家食料安全保障は戦略政策目的の一つとなっている。インドネシアでは、Food Law 

No.18/2012 に基づき、すべての地域でローカルな資源や文化を用いて、バランスのとれた

安全かつ栄養価の高い食料消費を可能にし、国、地域、個人レベルで持続的にアクセスで

きるようにする義務がある。また、食料安全保障に関する法律では、二つの重要な点に触

れている。一つは、(a)国は food sovereignty（食料主権）と食料自給を達成するべきである

こと、もう一つは、(b)食料の輸入は国内生産が国内消費を満たせないときに限り容認され

ることである。 

             

（6）農業災害保険 

インドネシアは疫病や感染、地震、津波、洪水や干ばつなどの自然災害を受ける機会が

多い。こういった自然災害は、直接作物に影響を与える可能性もあるし、間接的に資産や

公共インフラに影響を及ぼすことで、地域社会の人々の家計に被害を与える可能性もある。

自然災害による農家への部分補償で、政府は 1 ヘクタールあたり 69.3 米ドルの支援を払っ

ている。この予算は、地方政府から要請があった後、インドネシア農業省によって管理・

譲渡されている。地方政府でも、各地方政府の予算とキャパシティに応じて似たような政

策をとっている。作物に部分的ダメージを抱える農家に対しては、農業省はまき直し用の

種子を補てんし、再度作付けできるようにしている。 

                                                   
15 農業保護指標。生産者の農産物収入に占める政府補助の割合。補助金のほか、輸入制限などによる国内

市場価格の上昇分も含む。数値が大きいほど保護度が高い 
16 OECD 2015 “Agricultural Policy Monitoring and Evaluation” および Tahlim Sudaryanto  2015 “The Frame 

of Agricultural Poicy and Recent Major Agricultural Policies in Indonesia” 
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長期的には、自然災害に対しては、農業保険を通した資金供給をする形にしたいと考え

ている。インドネシア農業省は地方政府、保険会社と共にコメ農家に対して作物保険のパ

イロットプロジェクトを実施している。保険の補償範囲は、1 ヘクタール当たり 500米ドル

の生産コストと同等である。 

 

（7）逆貿易自由化措置 

インドネシアの貿易政策（農業を含む）は、WTO や ASEAN 経済共同体、オーストラリ

ア・ニュージーランド、中国、日本との FTA など、さまざまなコミットメントに対応して

いくつもの規制緩和／自由化を経験した。結果として、農業作物に対する最恵国待遇関税

の平均は 2010 年には 5.3%で、これに対する譲許税率の 47%よりもかなり低くなった。コメ

のケースだと、関税率は 1kg あたり 0.04 米ドルで、従価税率の 20%同等額となった。さら

に、コメの輸入は、政府が需要・供給量に基づいて決めた量を国営企業である BULOG のみ

が行っている。しかし、特別な目的でのコメの輸入（健康目的、食用目的と種子用）は、

農業省からの推薦と輸入許可を持っている輸入業者であれば行うことができる。コメと砂

糖は ASEAN 物品貿易協定（ATIGA: ASEAN Trade in Goods Agreement）におけるセンシティ

ブ品目とされており、コメと同様、砂糖にも特別な関税が適用されている。 

いくつかの作物については、関税に加えて非関税障壁が課されている。牛肉と特定の園

芸作物は輸入許可によって規制されている。 

オイルパームとカカオの場合には、輸出業者は輸出税を払う必要がある。この政策の重

要な目的は、国内の加工業者が原料を充分に確保することである。 

 

（8）政策支援の措置   

政府による支援の大部分は、市場価格の支援であり、直接の財政上の支援は少ない。こ

れは、政府が容易に介入できるコメについていえる。インフラや土地管理とリハビリ、研

究開発、普及と許可などをカバーする一般的な支援については、農業の全支出の中で 15%

でしかない。 

 

 

3 政策の農家への浸透度 

 

政策の農家への浸透度はやや高いとみられる。ただし、インドネシア政府としては、Food 

Sovereignty
17を政策の最重要点としているが、農家においてはそのような国家レベルでの政

策という形ではなく、政府からの援助がどのような形で得られるかというレベルでの政策

理解となっている。実際、現地調査で訪れたジャワ島のボゴール県の村では、ほぼ全員が
                                                   
17 食料主権。先進国の大企業に支配されつつある途上国の農業生産、分配、消費のあり方を終焉させ、代

わりに現場の農業者、特に小農業者、小作農、女性、原住民の農業と食料に関する「決定権」の回復を

目指す考え方 
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政府の補助金を直接的に、または肥料や種子、農機具などとして間接的に受け、農業政策

に関する情報や必要なトレーニングを、普及員を通じて得ていた。別の例では、東ヌサ･ト

ゥンガラ州ではトウモロコシを主食としていたが、政府の政策により主食をコメに転換し、

米食が根付いていることも浸透度が高いといえる一例であると考える18。ただ、政策の浸透

度合いは地域によってもばらつきがあるようで、首都から 50kmあまりのボゴール県の調査

地では農業政策の遂行が成功しているようで、普及員の存在が政策浸透に重要な役割を果

たしていたのに対し、首都から 1,900km 離れた東ヌサ・トゥンガラ州の調査地では、普及

員による支援が全くない状況である19。二つの地域を比較しても分かるように、今回調査団

が訪れた村は所得水準の高いジャワ島であるため、他地域と比べて特徴が異なっている。

インドネシア国内でも政策の浸透度に違いがある点は留意しておく必要がある。 

 

 

4 政策と農家のニーズのギャップ 

 

 インドネシアの農業政策では、Food Sovereignty
20を最も重視しており、食料を輸入に頼ら

ずに国内ですべて賄うことを目標としている。国家開発企画庁（BAPPENAS）で農業政策

担当官が「最終ゴールは農民のニーズを満たすこと」と述べたように、民主化が進行する

インドネシアでは、政府が全体の目標を定め、農民や関係者と意見交流を行うなどして農

民のニーズを反映した政策策定に力を入れているようであった。ただ、実施において必ず

しも政策が末端まで届いていない部分もあり、問題は政策そのものよりも、その実施に関

するものであり、政策を実施する側、政策の対象となる側双方の人的・資金的リソースの

不足、技術力や情報の不足等によるところが大きいように思われた。農村での聞き取りに

基づく具体的なニーズと課題は、以下のようにまとめられる。 

① 灌漑設備など、インフラが不足している。 

② 人的資源が不足している。 

③ 適切なマーケティングの方法が分からない。 

④ 農業では収益を得られないため、農地を売る人が増えている。 

⑤ 普及員による技術指導が必要である。 

⑥ 地域に合った品種の育成を尊重して欲しい。 

政府から聞き取りを行った中で、①～④については政府が問題点として認識しており、

現場のニーズが政府側と共有されていることが確認できた。さらに、政府はこれらの課題

に対するプログラムを作成・実施しているようであったが、東ヌサ･トゥンガラ州の調査地

のように、そもそも普及員が不在で技術指導が受けられないといった問題を抱えている地

域もあった。  

                                                   
18 現地コンサルタントからの聞き取りに基づく 
19 農村インタビュー3（議事録 E-9） 
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 インドネシアでは上述のように、ジャワ島とその他の地域では格差があり、国内の経済

格差が問題化しつつある。全人口の 70%近くは、国土の 6%にすぎないジャワ島に居住して

いるが、経済活動は、西部インドネシア（スマトラ島、ジャワ島、バリ島）で GDP の 8割

以上を産出するなど東部インドネシアとの地域格差の存在が明らかである21。インドネシア

は国内でバランスの取れた発展を目指し、地方への投資増加を目指しており、インドネシ

ア投資調整庁は、2015 年のジャワ島以外への投資誘致目標額を 237 兆ルピア（約 2 兆 1,800

億円）に設定し、全投資額に占める割合を昨年の 43%から 47%に拡大する方針である22。 

 

 

5 ギャップが生まれた理由の分析と提言 

 

村、郡、県、州、国の各段階において農家の代表を含むステークホルダーの意見を聴取

するシステムはおおむね確立されており、政策の大きな方向性において、農家のニーズと

のギャップはそれほど大きいとは思われなかった。しかし、国家開発企画庁の「インフラ

や農薬、種子、研究者と普及員とのつながりなどといった分野へは十分に投資できており、

多部門においてその効果が見られている」との見方に対し、農民は「十分ではない」と認

識しており、ニーズの各項目は一致しているものの、依然として 4 の①～⑥のような課題

が残っている。その理由を分析し、提言としてまとめることにする。 

①においては、必要性が政府によって認識されているにも関わらず、インフラ整備が間

に合っていないこと、②は、他のセクターに魅力を感じ、後継者不足に陥ってしまうこと、

③は、加工と分配に関してロジスティックな支援が必要と政府でも認識されてはいるが、

その支援が十分に行き届いていないこと、④は、農業をやっていても収益につながらず、

収入を得るために農地を売り、その結果、所有地が縮小し、最終的には収益を上げるほど

の量が生産できなくなるといった状況である。⑤については、普及員がいない地域があり、

普及員の割り当てが十分でない地域がみられること、⑥は政府が推奨する品種が土地に合

っていないことが理由である。 

加えて、普及に関する難しさとして、インドネシアは地域間の気候、土壌、食文化、民

族等の差異が大きく、差異に応じた対応が必要ということが挙げられる。 

日本に求めることとしては、主にインフラへの投資資金とキャパシティの改善であった。

インフラは、基礎的なインフラが整備されていない地域があること、後者は、収入向上、

農業技術などに関する技術協力による農民や普及員のトレーニングであった。 

今後の重要な課題としては、第一に、特に現場レベルでの職員や農民の能力開発（Capacity 

building）である。インドネシアでは、中央、州、県、郡（郡長は県長の任命であり、自治

                                                   
21 国土交通省国土政策局「各国の国土政策の概要：インドネシア」

[http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/indonesia/]（最終検索日：2015年 11月 20日） 
22 サンケイビズ 2015 年 4 月 3日「インドネシア、地方への投資誘致増に注力 経済格差是正へ」

[http://www.sankeibiz.jp/macro/news/150403/mcb1504030500006-n1.htm] 
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機能はない）、村というレベルに基づいて体系的に政策を実施するシステムが確立されてい

るが、末端の村のレベルでは、農民との接点となる普及員が１人で二つの村の広大な範囲

を担当しており、しかもなかなか正規の職員として採用されないという問題がみられた。

これらのことから、中央の政策を現場レベルまで実施するための人材の能力開発が重要と

考えられる。 

第二に、農産物の付加価値を上げるためのバリューチェーンの構築である。インドネシ

アにおいては、現地調査を行ったボゴール県の二つの村の農民グループでは農産物の付加

価値を上げるまでには至っていない一方で、ボゴール市の NGO、Cooperative がリードして

いる有機農産物の生産・販売は一定の成功を収めているように思われた。これらのことか

ら、小規模農家における農産物の付加価値を向上させるようなバリューチェーンの構築が

重要であると考えられる。加えて、マーケティングの悩みを農民は抱えており、より多く

の収入を得るために都市で販売をするなど、当人としては工夫していると考えているもの

の、実益はわずかといった、計画性に欠ける販売の仕方をしている人たちがいた（これに

関しては、農産物に固定の値段を設定することで解決するのではという彼らの意見であっ

た）。この点に関して、彼らの抱える問題は、政府側からのアプローチとは別のところにあ

り、村の農業従事者の教育レベルが概して低く、理解度や計画性に問題があるようであっ

た。政府への聞き取りでは、政府も様々なセクターの代表を招いて政策決定を行っており、

農民のニーズを汲み取ろうという意図は感じられた。政府からニーズを反映した提案が出

たとしても、政策が浸透するかどうかはやはり実施にかかっており、現場レベルで伝える

側（普及員）と受け取る側（農民）との間の連携が重要となるように感じた。 

第三に、国際的な資金・技術協力や民間企業による投資・技術供与とその環境整備であ

る。インドネシアの現地調査では、農民グループが挙げる優先課題は常に資金不足であっ

た。具体的には、小回りのきく農業機械などを購入する資金供与と、現地の実情に合った

適正な技術の供与が重要と考えられる。また、日本では特に気候変動に関する知識が蓄積

されているため、気候変動に関する知識と技術の支援を受けたいと要望があった。ただ、

政策実施にやや懸念があるため、他国や民間企業から支援を受けた際、きちんと現場レベ

ルまで浸透させることができるか、政策と現場をつなぐ環境整備も重要と考えられる。 
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F)  ミャンマー 

 

【要旨】 

 耕作可能な土地に恵まれ、デルタ地帯でコメ、中部乾燥地帯で豆、油糧作物、高原地

帯で野菜を栽培するなど多様な農作物の耕作に適しているが、インフラ整備の遅れが

低生産性の要因となっている。 

 中期計画として、農業セクター第 6 次 5 カ年計画があり、食料と栄養状態の充足、農

村の社会経済的発展、農産物の国際競争力の向上を三本柱としてあげている。 

 政府の導入しようとしている農業技術が農民のニーズに合っておらず、加えて、少数

民族が直面している貧困対策ができていない。 

 種子、肥料など投入材が不足しているため、自国でつくれるような工夫が必要である。

民間からの投資を期待しており、官民連携による農産物加工と機械化へのニーズが高

まっている。 
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1 農業の概要 

 

ミャンマーは、東西 1,000km、南北 2,400km の国土に 5,632 万人が居住し23、北は中国、

東はタイ、ラオス、西はバングラデシュに接している。北部が山岳地帯、中部が乾燥地帯、

南部が熱帯雨林地域、東部が高原地帯で、北部は温帯に属し、中部と南部が熱帯に属すな

ど、地理的条件が多様であることから、農産物の栽培にとって有利な条件を持っている。

農業生態学的にも資源が豊富で、水資源や熱帯雨林に恵まれ、多様な農作物の耕作に適し

ているといわれている24。主要作物は、コメ、サトウキビ、豆類などであり、特にコメは食

料安全保障上、重要視されている25。英国領時代からエーヤワディー川河口付近のデルタ地

帯（三角州）で多く作られてきたコメは、他の品目と比べて圧倒的に生産面積が大きく、

政府はその安定生産と輸出増加を目指している26。 

ミャンマーでは農業が盛んで、経済に占める農業の割合は 32%
27と極めて高く、これは東

南アジア諸国の中でも高い数値である。ただ、総就業人口の約 6 割が農業に従事している

にも関わらず、1 人当たりの農業収入は、200 米ドル／年28ほどで、周辺諸国で最も低く、

生産性の低さが指摘されている。農民の多くは自給自足農業者であり、50%以上の農家の所

有地が 2 ヘクタール以下である。人口の 3 分の 2 は地方に居住しており、地方居住人口の

約 30%が貧困の中で生活している29。加えて、地方に住む 22%の世帯は土地を持っていない

ことから、収入源が限られている。地方の収入を増やすためには、農業の生産性を上げる

だけでなく、農業を他セクターと関連付け、他セクターへの雇用を奨励する必要がある。 

2011 年 3 月の新政府誕生以来、農村経済の底上げが強調され、農業関連分野の実力を高

めていくことでの経済力の底上げを目指している。農業事業の効率化を推進しているもの

の、灌漑の普及率が 18%
30と近隣国と比べて低い水準にとどまっていることなど、インフラ

整備の遅れが低生産性の要因として指摘されているほか、小規模農家中心で、1人当たり農

業所得が伸び悩んでいる。 

ミャンマーは、成長著しい中国とインド市場に挟まれていること、台湾やシンガポール

などといった経済圏へもアクセスが可能であり、その地の利を生かしてアジア地域のハブ

                                                   
23 Central Intelligence Agency, The World Factbook,  

[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html]（最終検索日：2015 年 11月 11日） 
24 Htut 2012, “Unleashing Myanmr’s Potential: Agricultural Perspective”, Presentation to Myanmar Roundtable 

2012 
25ミャンマーの農林水産業概況、農林水産省 

[http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/mmr.html]（最終検索日：2015年 11月 11日） 
26 草野栄一 2013 年、「ミャンマーの農業事情」、大日本農会会誌「農業」2013 年 11月号 
27 OECD 2014, “Mutlti-dimensional Review of Myanmar Volume 2. In-depth Analysis and Recommendations 
28 MSU-MDRI 2013, “Strategic Choices for the Future of Agriculture in Myamar: A Summary Paper, Mishigan State 

University and Myanmar Development Institute Center for Economic and Social Development” July, 

[http://fsg.afre.msu.edu/Myanmar/myanmar_diagnostic_report_summary_july_2013.pdf]（最終検索日：2015

年 11 月 11日） 
29  OECD 2014, “Mutlti-dimensional Review of Myanmar Volume 2. In-depth Analysis and Recommendations” 
30  FAO, FAOAQUASTAT, [http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html]（最終検索日：2015 

年 11 月 11日） 
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としての成長を期待できる31ことから、バリューチェーンを構築して農業の輸出を活性化さ

せることが変化へのカギといわれている32。 

 

 

2 農業政策の概要・目的 

 

2.1 歴史的背景33
 

（1） 社会主義期 

1962 年の軍事クーデターでネーウィンが政権を獲得し、「ビルマ式社会主義」を掲げ、経

済システムの中枢を占めていた外国人勢力を排除し、鎖国状態の中で国家統制による自給

自足型の経済運営を行った。農業政策では「農地国有制、供出制、計画栽培制を三本柱」

として、コメを中心とする農業の生産・流通全体を政府がコントロールする方法をとった。

これにより、国内では低米価での安定供給を図り政権基盤を維持するとともに、当時輸出

の過半を占め、価格的にも高水準であったコメの輸出で得た利益を、国内の資本蓄積に利

用するという経済戦略であった。第一の農地国有制は、所有権を一元的に国家に帰属させ、

農家に対しては所有権に代えて耕作権34を毎年更新で付与する制度である。耕作権は自作農

として耕作を継続する限りほぼ自動的に相続は認められるものの、売買、小作、質入れ等

は禁止された。農地国有制は植民地期の不在地主制度を一掃し、ミャンマー人小農に農地

を均等に配分することを目的にしていたが、実際に再配分された農地はごくわずかで、膨

大に存在していた土地なし農家は基本的に配分対象にしないなど、不徹底なものに終わっ

た。二番目の供出制は、農家が一定量の農産物を強制的に安価で政府に供出する義務を負

い、政府が独占的に国内流通、輸出を管理する制度である。国家は強制供出で調達した農

産物を一般市民に低価格で配給し、その上で余剰があれば輸出を行った。実際には国内米

価を海外市場から遮断し、コメは内需向けに低価格（国際価格の 40～60%程度）による安

定供給を優先することで、結果としてミャンマーは輸出大国としての地位を放棄したとい

える。三番目の計画栽培制は、政府が農家ごとに栽培作物と面積を細かく設定することで、

強制供出量を確保し、供出を円滑化させる役割を担った。この制度は、コメからより収益

性の高い作物に生産がシフトすることを防ぐ目的もあった。1年ごとの耕作権の付与と更新

は、国家が指定する作物の栽培と生産物の供出が条件であった。こうした強い統制ととも

に、政府は農家に対し肥料、農薬、灌漑ポンプ、トラクター耕起等に対する補助、無利子

の資金提供等を行ったが、いずれも十分なものではなかった。社会主義期の農業政策は「農

民の福祉のためでなく、農民から農産物を収奪する手段」35であったという見方もあり、「80

                                                   
31  OECD 2013, “Strucutural Policy Country Notes for Emerging Asia”, Economic Outlook for Southeast Asia, 

China and India 2014: Beyond the Middle-Income Trap 
32  OECD 2014, “Mutlti-dimensional Review of Myanmar Volume 2. In-depth Analysis and Recommendations 
33 室屋有宏 2012 年、「ミャンマーの稲作農業」、農林金融 2012 年 8 月を基に作成 
34  Tilling rights 
35 高橋昭雄 2000 年、「現代ミャンマーの農村経済」、東京大学出版会 
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年代の半ばには、国家が生産余剰をすべて吸い上げるという、農家にとってもっとも厳し

い内容をもつに至った」とされる。 

このようにミャンマーでは、農業集団化は採用されなかったが、すべての農民が実質的

に「国家の小作人」の立場に置かれ、農家が自発的に生産量や品質を上げようとするイン

センティブは基本的に働かないシステムであったといえる。 

 

（2） 軍政期 

1988年 9月にクーデターで政権を掌握した軍事政権は、従来の鎖国状態から対外開放へ、

経済的には外資導入、市場経済に踏み出した。農業政策についても、極度に統制的な政策

に対する農家の不満は爆発寸前の状態にあり、何らかの形で農家の利益につながる措置が

必要であった。他方で、ミャンマーでは社会主義期から軍政登場まで複数回、大規模な暴

動と民主化運動が発生しており、いずれもその背景にはコメ不足、価格高騰があっただけ

に、コメを全面的に市場経済に委ねる選択は軍政にとって困難で、「低米価・安定供給＝政

権基盤の維持」という政策論理は社会主義期の遺制のごとく継続された。農業政策の根幹

である農地国有化と計画栽培制も引き続き行われた。コメ政策の変化では、それまでの全

量管理をやめ、配給対象を軍人・公務員に限定することで、全体で供出量は半分程度に縮

小された。供出量も単位面積当たり定量とするほか、デルタの乾期作に関しては供出から

外すなどの措置が取られた。また国内取引は自由化されたことで、民間流通が拡大した。

こうした措置とともに低米価・安定供給を確実なものとするため、後にみるように乾期作

拡大による増産政策が強力に推進された。一方で、輸出は引き続き政府が管理するととも

に、自由化されたはずの国内取引においても頻繁な政府介入が続くなど、市場経済化に対

する姿勢は一貫性を欠いたものであった。農家経済の面からも、稲作の交易条件の改善効

果はわずかであり、2000 年以降には悪化傾向が明白になった。投入財等への政府の補助削

減（2000 年以降は実質廃止）により価格が上昇し、また乾期作の拡大もあり灌漑ポンプ用

のディーゼル油や機械利用等が増え稲作の生産コストを押し上げた。他方で輸出というチ

ャンネルが閉じられたままコメ増産策が採られたことで、国内市場ではコメの飽和感が強

まった。コメ以外では国営企業向け原材料と位置づけられたサトウキビ、綿花、ジュート

等を除き、農産物は輸出を含め民間取引が自由化され、そのメリットが現れた。なかでも

マメ類の生産が飛躍的に拡大し一大輸出作物に成長したほか、エビ、タマネギ、トウガラ

シ、ニンニク等が新たな輸出商品となり農産物輸出の多様化が進んだ。こうした市場化の

「明るい」側面は、低収益性を強制されたコメ生産と表裏をなす関係にあるといえる。 

 

（3） コメ政策の自由化 

コメ政策が最終的に自由化されるのは 2003 年以降である。政府は 2003 年に公務員・軍

部を対象とするコメの配給とそれを支えていた供出制度を廃止した。同時に輸出について

も外国企業を含め民間に完全開放する措置を発表するが、国内市場の混乱を理由に、翌年
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には早くも輸出許可を取り消すという事態が起きた。輸出は 2007 年以降、段階的に輸出ラ

イセンスの発給が増加し、近年では形式的な規制は残っていない。2005 年には 5 社だった

輸出ライセンスを持つ業者は、2007年には約 40 社に増え、2011 年では 95社となっている。 

政府が 2003年にコメ政策の自由化に踏み切る背景には、1990年代の増産を通じ国内価格

の安定がほぼ達成されたとの認識を持つ一方、稲作農民の不満が限界に達し制度の維持が

困難と判断したためといえる。しかし、輸出市場の開放が国内価格の撹乱に波及する局面

では、コメ国内価格を国際市場から遮断する措置を取り、国内取引でも政府介入は続いて

いる。むしろ自由化のなかで、政治介入の持つ重要性は高まったともいえる。さらに計画

栽培制も供出制度の廃止とともに形式的に姿を消したが、コメ等の主要作物には「作付計

画」として実質的に継続されている。このように市場経済下のコメ政策の改革は、政権基

盤維持のための低米価・安定供給が確保される範囲内とする政治の論理が依然根底にあり、

市場経済化への対応としては部分的、過渡的性格がみられる。 

 

2.2 現在の農業政策 

ミャンマーの農業セクターに関する開発政策としては、長期開発計画の「農業セクター

20 ヵ年開発計画」、中期開発計画の「農業セクター第 5 次 5 ヵ年計画」がある。 

現在のミャンマーの農業セクターのビジョンは、1 人当たりの実質国民総所得の向上と、

近隣諸国よりも高い農業の達成で地方の生活の向上を目指している。 

直近の農業分野に関わるミッションは三つあり、①地域、世界において農業をベースと

した付加価値のある農業により最大限の市場占有率を得ること、②食料安全保障を達成さ

せること、③自然資源を使った経済成長である。政策は五つの柱があり、1)高生産と高品質

の種子の活用、2) 農家と普及員に対してトレーニングと教育活動を通して高度な農業技術

を普及させること、3) 持続的農業の発展のため、調査と開発活動を実施すること、4)伝統

的農業から機械化された農業に変革を促すこと、気候に合った作物を生産すること、灌漑

エリアを拡大させること、5) 既存の農業法と規制を現在の状況に合わせて修正すること 

としている36。 

次に、現行の長期計画と中期計画について述べる。 

 

  長期計画：農業セクター20ヵ年開発計画（2011/12～2030/31）37
 

2011 年の新政府発足における大統領演説の中で、農業セクターの長期開発計画策定の必

要性が述べられており、この中で、農業開発が果たす以下の使命とビジョンを示している。

農業セクター20 ヵ年開発計画はこの方針を基に政策、行動計画が立案されたものである。 

持続可能な農業開発の使命として、①重点作物および高付加価値農業製品の国内、海外

市場への販路拡大を図ること、②自然環境に調和した農産物の開発と市場開拓を図ること 

                                                   
36 Department of Agricultural Planning, Ministry of Agriculture and Irrigation 2014, “Myanmar Agriculture in Brief 

2014” 
37 Twenty Year Long Term Plan (National Comprehensive Development Plan) 
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があげられている。 

20 年後（2030/31）の展望としては、①近隣先進諸国に対して有利な競争力を備えること、

②近隣先進諸国と同等の知識・技術を保持すること、③近隣先進諸国と対等な産業、社会

インフラ整備の充実を図ることである。 

「農業セクター20 ヵ年開発計画」には、農業セクターへの民間投資促進に係るアクショ

ンプランが示されている。国内外企業の投資により成長を期待する分野には、農業投入財

に係る分野、天然ゴム・綿花・サトウキビ等の工芸作物分野、農産物加工・収穫後処理に

係る分野、先端技術分野等がある。民間投資関連の五つのアクションプランは、以下の通

りである。 

①国内外企業による投資を通じて、種子、肥料、農薬、灌漑等農業投入財に関する産業

の振興を図る、②国内外企業による加工業への投資を図るとともに、圃場整備や農家との

契約栽培を通じてオイルパーム、天然ゴム、綿花、サトウキビの振興を図る、③国内外企

業による投資を誘致し、先進的な精米プラント、食用油プラント、副産物の加工業、品質

管理のための倉庫、ミルやパッケージ産業、先進的な加工や最終製品の生産を促進する、

④先進的な技術への投資を促進するとともに、国家や民間セクター、行政、協同組合、NGO

との協働を促す、⑤2015 年に発足する ASEAN 経済共同体合意に備え、農業セクターの現

状を評価するとしている。 

また、長期的には、農業灌漑省が別途開発した農業開発のための 2001 年からの 30 年マ

スタープラン（MOAI）があり、MOAI の目的は、大きくは次の 3 点に集約される。①高品

質の種子の生産、②トレーニングと教育、③研究と開発である。これらを達成するため、

具体的には、機械化農業の拡張や既存の灌漑施設の強化、農業の学位取得者の支援、農業

融資スキームと農家のサポートや農業統計の向上を計画している。これらの目的のために、

MOAI は栽培作物に関して農民に選択の自由を与え、農業への国内および海外からの投資を

強化し、農業の法律や規制の改正に焦点を当てている38。 

 

 中期計画：農業セクター第 5次 5 ヵ年計画（2011/12～2015/16）39
 

2010／11 年度の統計結果から、第 5次 5 ヵ年計画における農産物の年間平均 GDP 成長率

は 1.8%と予測される。農業灌漑省はこの成長を維持するための政策、プログラムおよび到

達目標を設定している。 

農業政策は 1987 年の社会主義時代の終わり以来、徐々に自由化されている。農業開発は、

「経済の他分野の発展の基本」を構成するとして、国の四つの経済目標の一つとして述べ

られている。食料安全保障、輸出促進、農民の収入と福祉の増加といった、三つの農業政

策の目標を達成するために、コメの輸出余力を生み、食用油の自給の達成、および輸出用

                                                   
38 Department of Agricultural Planning, Ministry of Agriculture and Irrigation 2014, “Myanmar Agriculture in Brief 

2014” 
39 First Five Year Short Term Plan. Department of Agricultural Planning, Ministry of Agriculture and Irrigation 2014, 

“Myanmar Agriculture in Brief 2014”を基に作成 
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豆類（ケツルアズキ等）と工芸作物の生産の強化といった具体的な目標が設定されている。 

農業政策は、中・長期計画として設定されており、 2011 年 6 月に開催された農村開発と

貧困緩和中央委員会で、テインセイン大統領は、2014～2015 年に貧困率を 16%に削減する

ため、開発ターゲットとして作物や家畜の生産と漁業を含む八つの開発優先順位を設定し

た。これにより、2011 年もしくは 2012 年から、 2015 年または 2016 年までの 5 カ年計画は

7.7%の GDP 成長率を達成することを目指し、次の五つの農業の優先分野を設定した。①種

子生産と種子産業、②トレーニングと教育、③研究開発、④商業契約栽培、⑤市場の自由

化である。さらに、計画は特にコメに特化しており、2 年以内にコメの輸出を倍増すること、

生産を強化することを目指している。 

同様に、「経済社会改革のためのフレームワーク－2012 年から 15 年の政策の優先順位」

は、拡張サービスおよび政府の融資を増加させるサプライチェーン全体での障壁を除去し、

農業の生産性を高めることを目指している。具体的には、コメの肥料と投入量の増加、生

産性および害虫管理、高価値の園芸、新鮮な果物、家禽および小家畜への小規模農家の参

入などである。また、農村部でマイクロファイナンスの拡大にも期待している。 

 

 中期計画：農業セクター第 6次 5 ヵ年計画（2016/17～2020/21）40
 

第 6 次 5 カ年計画については、現在作成中で確定版ではないものの、ミャンマー政府か

ら入手した草案に基に、方向性を見るために触れておく。 

2030 年に 1 人当たりの収入を 3,000 米ドル／年まで上げることを見据え、第 6 次 5 カ年

計画では、国の基幹産業である農業分野の年間平均 GDP 成長率 3%を目標に掲げている。

①食料と栄養状態の充足、②農村の社会経済的発展、③農産物の国際競争力の向上を三本

柱としてあげ、具体的な重点分野として、①水害予防、②農業の機械化、③農作物生産の

開発、④農業ベースの産業、④人的資源の開発、⑤農業分野の研究と情報の普及を強化し

ていく。 

国としては、これらの目標達成に向け、次の 6 点を支援していく。①持続可能な市場を

確立し農作物の経済的利益を得ること、②地域に適し、かつ国際市場で戦える質の高い品

種を普及させるための種子産業の育成、③Good Agricultural Practice
41の実施、④肥料、農業

用水などのインプットの最適なタイミングでの活用、⑤素材から付加価値の高い農産物を

効率よく生産するための農業産業の設立、⑥マーケティングと種子の生産と処理コストの

削減である。 

また、具体的には次の方針を決めている。①地域に適合性があり生産性の高い良質な種

を生産して耕作を拡大する、②近代化された農業技術を普及させる、③農業技術の質向上

を狙い、ミディアムレベルの農業専門家を育成する、④環境に影響をおよぼさない持続可

能な農業のための調査研究を促進する、⑤気候変動に適した作物栽培をしつつ、機械化さ

                                                   
40 Department of Agricultural Planning, Ministry of Agriculture and Irrigation 2015, “Working Draft of Second Five 

Year Short Term Plan 2015”  
41 通称 GAP。ミャンマーにおいては科学的、体系的に最適な農業という意味で使用される 
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れた農業システムに変換するためのプログラムを実施する、⑥農業を意識した法律の作

成・公表を行う、⑦国内外の投資に拍車をかけ、国と民間の協力を促す環境を整備すると

している。 

 

 

3 政策の農家への浸透度 

 

 農民が自分たちの意見を中央政府に伝える方法は、行政部局を通じたチャンネル（農民

→地方事務所→農業灌漑省）と、それとは別に、地方の権力者を通じる（政治的な）チャ

ンネル（Township Governor→Regional Governor→Central）がある。また、政府はテレビ番組

を通じて農業政策を伝えており、それらの放送局は、Farmer Channel と Satellite Channel と

して知られている。後者は私的なチャンネルで、月あたり 5,000kyat 視聴料を支払う。この

ように、政府から農民へ政策を伝達させる仕組みはあるものの、政策の農家への浸透度は

弱いと考えられる。 

技術指導をレクチャーとデモンストレーションを通して行っているが、普及員が不足し

ており、政府による技術普及が十分でない分、NGO などの組織による技術支援が農民を支

えているようであった。また、政府が推奨する政策に、農民の知識・技術や投入量がつい

てきておらず、そのために政策目標が達成できないという状況を生み出していた。政府か

ら補助金を得たり、農業トレーニングを受けたりなど、政策はある程度浸透している部分

もあったが、農民のニーズを反映しているとはいいがたい状況であった。例として、政府

が推奨しているハイブリッドライスに関して、栽培のしにくさが農民側やドナー、地方政

府から指摘されている42にもかかわらず、それでも政府が政策を進めようとしていることが

挙げられる。インタビューで訪れた農村では、コメの自給もままならないのにコメを販売

しているといった悪循環がみられた43。ニーズを認識しつつも政策を進める政府の姿勢から、

必ずしも政策に農民のニーズを反映することを政府は最重要視していないという印象を持

った。 

 

 

4 政策と農家のニーズのギャップ 

 

 政策と農民のニーズとのギャップは、特に、種子に関する問題と人的資本に関する問題

にみられる。現在ミャンマーでは、地方における貧困削減が課題となっているが、政府の

進めようとする政策が、農民にとっては負担が大きすぎることが、政策と農家のニーズの

間にギャップが生まれる要因となっている。 

                                                   
42 UNOPS（議事録 F-4）、在ミャンマー日本大使館（議事録 F-5）、FAO（議事録 F-6）、Department of Agriculture, 

Thanlyin Township（議事録 F-7）、Ba Yet Village（議事録 F-9） 
43 Ba Yet Village（議事録 F-9） 
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まず、種子に関しては、イネにおいては認証種子の生産が進められているのもかかわら

ず、一般農家へ広まっておらず、農家が自家採取して利用していることが多い。ミャンマ

ーの土地に合った品種の開発も喫緊の課題であり、種子生産システムの構築（種子生産農

家の育成を含む）とともに、流通ルートの確保を進める必要がある。また、コメ品種につ

いては、政府が中国由来のハイブリッドライスを奨励しているのに対し、農民はこれを支

持していない44。農民は土地に合った、作りやすい品種を求めているようであった。 

人的資本については、①普及員の人材確保、②農業労働者の人材確保が課題となってい

る。これらの問題については、聞き取りを行ったドナーや農民から常に指摘が出たものの、

政府側からは指摘が出ず、優先課題と認識されていないように思われた。 

また、農業灌漑省が進める GAP（他国での理解とは異なるが、ミャンマーでは化学的、

体系的に最適な農業という意味で使われている）は、農民にとって負担が多すぎること、

農業灌漑省に十分な資金がないためうまくいっていないといった意見があった。そのため、

農業灌漑省が実施する施策が小規模農民のニーズに対応していないのではという指摘があ

った。政府が進める GAP を達成することで生産量と収穫量を増やせるが、それに必要な資

材の投入量を確保できないため、利益を得ることができないとの回答を得たことから、政

府の政策と農民のニーズ、またはキャパシティの間にギャップが存在し、政策を実施する

ためのステップが踏めていないことが分かった。GAP はそもそも農作物の輸出競争力の強

化という点から進めるべきことであるが、明確な輸出戦略がない限り無駄な努力に終わる

ことになる。GAP を導入するのであれば、輸出用作物として重要な豆類に対して導入する

ことが重要であると考えられるが、現在、豆類の輸出の主要相手国であるインドからは GAP

認証を求められてはいない。 

ミャンマーにおいては、少数民族問題は重要であると考えられるが、政府の話ではあま

り出てこなかった。このような話は、Farmer Association との話し合いの時にあったが、政

府の社会的弱者に焦点を当てた政策についても農民との間にギャップがあると考えられる。 

 

 

5 ギャップが生まれた理由の分析と提言 

  

 種子に関する問題について、ミャンマーでは、このほど種子法が制定され、政府は問題

の方向性を認識している。ミャンマーの土地に合った品種を開発する必要がある。関連す

る問題として、品種改良のための研究者の数が少ないこと、民間の種子生産者がいないこ

とが挙げられ、更に需要者と供給者を結びつける仕組み（種子市場）が発達してないこと

が指摘できる。種子品質保証の面でも制度を整備する必要がある。 

ハイブリッドライスについては、土地が栽培に適していないことを地方政府が認識しつ

                                                   
44 Ba Yet Village（議事録 F-9） 
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つも、中央政府の政策に従って地方でも推奨しているという状況45であった。この件につい

ては、中国政府の影響もうかがえる。農業灌漑省農業研究局においては、中国や IRRI（国

際稲研究所）から導入した遺伝資源を基に、ミャンマーに適したハイブリッドライスの開

発を進めているが、これが問題解決になるのか、あるいは、誤った方向に向かうのかは現

状では不明である。 

政府の取り組みと農民の知識・能力との間にかい離があるようで、例えば、ハイブリッ

ドライスの栽培をはじめ、水のマネジメント、灌漑などの取り組みがされているが、農民

はこれらの政策についていけていない。地方の要求が中央の政策に反映しにくい土壌があ

るように思われる。 

灌漑と機械化については、改善する必要があるものの、土地の権利関係が不明確で、こ

れを整備できないと機械化が難しいという状況がある。 

普及に関しては、農業局（Department of Agriculture）にある普及事務所（Extension Office）

と連携している。例えば、殺虫剤の使用量や正しい使い方を農民へ指導し、また、普及員

を対象とした訓練を毎月実施している。このように、制度的には普及制度はできているが、

普及員の数、普及員の技術を高める必要があることが指摘されている。特に遠隔地におい

ては、普及員の数が圧倒的に不足していることから、人的資源、特に普及に関する人的資

源の育成が必要とされている。人員を確保した上で、国が率先して普及サービスに取り組

み、農民にトレーニングを受けさせることが必要である。現状では、普及制度については

国が全面的に責任を持つこととされているが、将来的に、このような普及制度の在り方に

ついても検討する必要があると考えられる。 

農民側が抱える人的資源の問題として、周辺国のタイへ移住したり、働き手が他の産業

へ移ったりなど、農業に十分な人を確保できないことが課題となっている。労働力不足を

補うため、また若い働き手の関心を得るために、農業の機械化を望んでいるようであった。 

 政策を円滑にすすめる上で省庁間の連携も必要となる中、ミャンマー政府内で、農業灌

漑省、協同組合省と縦割りになっているところが難しさを生んでおり、省庁間の協力が不

可欠と考えられる。また、農業関係の国家予算の 4 割が農業灌漑省へ充てられ、人件費に

多く充てられていることから、予算の見直しが必要と捉えられる。今後、現物支給型の政

策と政策補助金が求められると考えられる。 

更に、政策の重点地域が集中しており、地域間に差異があるところも指摘できる。政策

は首都のネピドーをはじめとした特定の地域に集中しており、地方や女性など、周縁化さ

れた部分に政策が行き届いていないようであった。ドナーからの資金もネピドー周辺のみ

に投入されているなど、地域選定の上で改善する余地があるといえる。 

また、ミャンマーの生産力、輸出力を阻む原因として、1960 年代～1980 年代のビルマ式

社会主義時代に閉鎖的な社会主義経済体制を続けたことがあげられる。1988 年の市場経済

復帰後も、国際社会からの制裁措置がボトルネックとなり、ミャンマーは、タイのような

                                                   
45 Department of Agriculture, Thanlyin Township（議事録 F-7） 
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輸出拡大を梃子にした経済発展ができず、東南アジアにおける経済開発の波に乗り遅れて

しまったといわれている46。政治・経済体制の方向性は、農業政策にも重大な影響を及ぼし

ていると考えられる。 

そのほか、聞き取りの中では、生産品を売るマーケットがないこと、住民自身による農

作物の分別ができていないこと、農民自身が自給できていないのにコメを販売するという

悪循環の存在が明らかになった。 

GAP については、政府がその意味を理解していないと思わざるを得ない。導入を図る際

にまずその目的を明らかにして、導入によるメリットが農民にあるということを十分に説

明できるようにすることが重要である。 

訪問した村（2 カ所）は、両方ともコメ作りを主体とする村であったが、生産の制限要因

は資金不足による投入材の不足であった。政府による低金利資金の上限が低いためこれを

もっと増やすことが望まれていた。これらの村では種子を購入しているようであったが、

種子を自ら生産できるようになれば、この問題は解決する。また、肥料はすべて化学肥料

を購入して使われていたが、地場の有機肥料（鶏糞、腐植）を利用することはしていなか

った。農家の自助努力を促すような農業技術普及が必要ではないかと考えられる。 

日本への要望としては、ミャンマー政府は民間からの投資を期待しており、官民が連携

したパブリックプライベートパートナーシップに取り組むことに意気込みをみせていた。

特に、農産物の加工と（小規模）機械化の分野への投資を必要としているが、その際、重

点地域が偏らないよう、中央政府だけでなく地方政府へ働きかけることも重要と考えられ

る。 

 

 

 

  

                                                   
46 三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング 2015 年「ミャンマー経済の現状と今後の展望～動き出したアジ

アのラスト・フロンティア～」 
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G)  ラオス 

 

【要旨】 

 天水農業が中心であり、山岳地や酸性土壌など農業に適さない土地が国土の大半を占

めている。食料自給を達成しておらず、食料の安定供給が課題である。 

 第 7 次 5 カ年国家社会経済開発計画で生産目標を定めている。最重要視するのはクリ

ーン農業とフードバリューチェーンで、クリーン農業にはGood Agricultural Practices

と有機農業が含まれている。 

 有機農業が政策のプライオリティを占めており、農民の支持を得ているが、農民の生

活向上につながっているかは検討を要する。 

 政府職員の知識が十分でないことが多く、中央政府職員と現場の、特に食料安全保障、

衛生、栄養、バリューチェーンに関する知識を補強する訓練を通した能力強化が必要

である。 
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1 農業の概要 

 

ラオスは 24 万㎢の国土に 691 万人47が居住している。農業就業人口が多く（総就業人口

の約 8 割以上）、経済の根幹は農業を中心とした第 1次産業が支えている。貧困率が 27.6%
48

と極めて高いことから、食料の安定供給が課題となっており、食料自給の達成を軸として

国内の栄養状況の改善、輸出による収入の増加を図ることを目標としている。また、ラオ

スの農業生産の多くは粗放的な天水農業が中心のため、気候条件の影響を強く受けやすい。

現在では、気候変動に強い品種への種子の切り替えが 7 割に及ぶなど、気候変動政策にも

力を入れている。 

ラオスの国内総生産に占める農業の割合は、1990 年は 57.5%、2000 年は 49.0%であった

が、年々低下して 2010 年は 26.0%、2013 年には 22.3%となっている。この間、農業生産額

は増加しているものの、鉱工業やサービス業が農業を上回って成長したことが農業のシェ

ア低下の要因である。 

また、土地利用について 2010/11 年農業センサスでみると、農地は 162 万ヘクタールで前

回センサスが実施された 1998/99 年の 98 万ヘクタールから大幅に増加しているが、国土面

積に占める割合は約 7%に過ぎない。国連食糧農業機関(FAO)の土地利用統計では農地面積

比率は約 10%となっているが、周辺国のタイ、ベトナム、カンボジアがそれぞれ 43%、33%、

32%と高いことと対照的である。これは山岳地や酸性土壌など農業に適さない土地が国土の

大半を占めることが主な要因である。 

なお、農産物の輸出額は急速に拡大して 2010 年には 4.7 億ドルとなったが、輸出総額も

急拡大して 48.5 億ドルに達し、前者が後者に占めるシェアは同年で 9.6%と近年おおむね 1

割程度で推移していた。その後鉱物産品（鉱物・電力等、HS コードの 25～27 類）等の輸

出が大幅に落ち込んだことから、輸出額に占める農産物のシェアは、2011年は 12.6%、2012

年には 18.5%となった。 

農家人口は 450 万人で 2011 年の総人口 639 万人の 7 割を占めており、うち農業従事者数

は 240 万人である。また、FAO の人口統計から計算すると、経済活動人口に占める農業の

割合は約 75%である。国家経済における農業の比率が下がったとはいえ、農村と農業は、

生活および労働の場として引き続き重要であることが分かる。労働人口の 4 分の 3 が、GDP

の 4 分の 1 を分け合っていることを意味しており、他産業との格差の拡大を緩和、解消す

ることが重要な課題である49。 

 

 

                                                   
47 Central Intelligence Agency, The World Factbook, 

[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/la.html]（最終検索日：2015 年 11 月 11 日） 
48 UNDP “About Lao PDR” [http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/countryinfo.html]（最終検索日：2015

年 11 月 11日） 
49 横井誠一 2014年「ラオスの農業と農業政策」を基に作成 
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2 農業政策の概要・目的 

 

ラオスの政治体制は現在でも基本的には「ラオス人民革命党」の一党支配を基本とした

「人民民主共和制」を採用している。党の最高意思決定機関は、党全国代表者大会（党大

会）であり、そこで採択された決議（Resolution）がその後のラオス政府の行動を規定する

こととなる。現在のラオス政府のとる各種政策は、2011 年 3 月 15～24 日に開かれたラオス

人民革命党第 9 回党大会で決議された第 7 次 5カ年国家社会経済開発計画 2011－2015に沿

ったものである。一方、2015 年 11月現在、第 8 次 5カ年国家社会経済開発計画 2016－2020

を作成中で、2015年 12 月における国会採択を目指して政府内で達成目標の指標などについ

て最終調整を行っている。 

 

2.1 第 7 次 5 カ年国家社会経済開発計画 2011－2015
50

 

 

第 7 次 5 カ年国家社会経済開発計画 2011－2015 （第 7 次 NSEDP）は 2011 年 3月 15～24

日に開かれたラオス人民革命党第 9 回党大会の決議に従い、2011 年 6月 15～24日に開催さ

れた国民議会(National Assembly )において採択された。全体目標として（1）年率 8%以上の

経済成長を達成し、2015 年の国民 1 人当たり GDP を 1700 米ドルに引き上げること、（2）

ミレニアム開発目標を達成し、近代的テクノロジーとインフラストラクチャーを整備し、

経済基盤を多様化し、2020 年までに後発開発途上国から卒業すること、（3）経済開発、社

会文化的発展、環境保護を融合することによって持続的発展を確保すること、（4）政治的

安定性と公平性、社会規律、公的保障を確保し、地域・国際的統合に参加することの 4 点

を掲げている（第 7 次 NSEDP Part 2. I. 2）。これらの全体目標を前提として、第 7 次 NSEDP

は各分野の方向性、目標、実施手段を定めている。 

 

農林業分野における方向性としては、産業化・近代化に適した地域で農林業を集約的に

開発すること、食の安全保障を確保して国内消費向けおよび輸出向けの商業的農業を振興

することなどを定めている。農林業分野の目標については、農林業分野の総生産を年率 3.5%

で増やすこと、生産量と栽培面積をコメについて 420 万トン、104万ヘクタール、野菜につ

いて 150 万トン、11 万ヘクタール、コーヒーについて 5 万 5300トン、6万 5000 ヘクタール

に増やすことなどを定めている（第 7次 NSEDP Part 2. II. 2.1.1）。  

 

第 7 次 NSEDP では WTO に加盟することをその実施期間の目標としていたが、この目標

は、ラオスの 2012 年の WTO 加盟により果たされたことになる。 

 

                                                   
50 The Seventh Five-Year National Socio-Economic Development Plan 2011–2015。2.1はアイ・シー・ネット株

式会社 2012 年「ラオス国農業セクター情報収集・確認調査」を基に作成 
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第 8 次 NSEDP は現在作成中であるが、第 7 次 NSEDP と比べるとより成果重視で、第 7

次 NSEDP で達成されたものと残った課題の分析を反映させた内容としている。草案では次

の 3 点51を目標としている。 

(1) 2020 年までに後発開発途上国の地位から卒業するため、適格性を促進する  

(2) 2015 年の ASEAN 経済共同体の敷設に向けた地域的、国際的統合を調整する 

(3) 2030 年までに中所得国になるために、工業化と近代化を進め、人民の健康と国家の繁栄

に向けたさらなる一歩を踏み出す 

 

 

2.2 2025－2030 年の農業政策とビジョン 

 

 5 カ年計画等と並んで、ラオスにおいては Strategy of Agriculture 2025 and Vision 2030 が作

られている52。農業の近代化、清潔で安全な品質利益と持続性の経済性をビジョンとしてお

り、次の八つの政策53がある。 

 農業実施開発計画および土地管理マネジメント  

 インフラ開発の計画  

 Clean Agriculture 実施開発計画  

 マネジメントとサポートの実施開発計画  

 植物保護と検疫の実施開発計画  

 農業研究の実施計画  

 経済的な農産物生産の実施計画  

 農業、植物保護、植物検疫の人材育成計画  

 

これらの下に次の 10分野に関する法律54がある。 

①品質向上、②集約農業、③保護計画、④土地管理、⑤Clean Agriculture マネジメント、⑥

栽培の技術とテクノロジー、⑦収穫後と加工、⑧労働、⑨気候変動、⑩規制 

 

農林省からの聞き取りによると、現在ラオスで政策的に最も力を入れているのは、クリ

ーン農業（Clean Agriculture）とフードバリューチェーンである。クリーン農業には GAP 

                                                   
51 Ministry of Panning and Investment “Five Year National Socio-EconomicDevelopment Plan VIII (2016-2020) 5th 

Draft Translation Edit 01” 
[http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAa

hUKEwij8_DOspvJAhWFrJQKHcerD7E&url=http%3A%2F%2Fwww.directoryofngos.org%2Fingo2%2Fa%2F
download%3Fid%3Ddocument2167%26field%3Dfile%26notetype%3Ddocument%26file%3DRHJhZnRfOHRo

X05TRURQXzIwMTYtMjAucGRm&usg=AFQjCNG_7jtChhAvI3fCAF7azxiPysuQew]（最終検索日：2015年

11 月 19 日） 
52 Department of Planning and Cooperation 発行の草案より 
53 Ministry of Agriculture and Forestry Department of Agriculture 2015, “Development Strategy of the Crop Sector 

2025 and Vision 2030” 
54 同上 
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(Good Agricultural Practices) の導入、無農薬農業（Pesticide Free Production: PFP）、有機農業

（Orgnic Agriculture）、伝統農業（Traditional Agriculture）が含まれるとされている。有機農

業と GAP 農業の違いは、有機農業では化学肥料を全く使ってはいけないのに対し、GAP で

は多少は使っても良いとのことである。有機農業の振興のために、ワークショップの開催、

市場の設置を行っている。また、農林省農業局は国際有機農業運動連盟（International 

Foundation for Organic Agriculture: IFOAM ）の認証を取得している。 

 

 

3 政策の農家への浸透度 

 

 クリーン農業を農林省が国策として奨励しているという点に関しては、政策の農家への

浸透度は高いと思われる。政府は、政策によるメリットを環境面（環境を守ること）、経済

面（収入の向上）、社会面（労働の確保）の三つの観点から農民が認識できるようにしてい

る。そのため、政府の農業政策が農民自身にとってメリットがあるものと農民が認識して

おり、農民たちは農業政策に満足しているようであった。しかし、政府の方針に従って、

有機農業、GAP 農業に取り組みたいという農民はかなりの数にのぼると思われるが、政府

あるいは他の援助機関からのサポートが得られないためにその取り組みができていないケ

ースが多くあるように思われる。政府側も、政策実施には具体的なメカニズムを整えるこ

とが重要と認識しているものの、有機農業、GAP に関する法制度（認証システム）は整備

されてきている一方で、政府による草の根レベルでの実施は追いついていない。 

 

 

4 政策と農家のニーズのギャップ 

 

有機農業をはじめとするクリーン農業の推進に関しては、政策と農家のニーズのギャッ

プは大きくは感じられなかったが、その実施については、政府の計画と農民の対応との間

でギャップが生じているように見受けられる。 

政府が奨励している有機農業で栽培された作物は、政府認定の認証マークをつけて販売す

ることができ、通常栽培で生産された野菜より 2 割ほど高値で売れ、協定があるため値引

きができないという点で、農民にとってメリットがある。今回の聞き取りでは否定的な意

見はあがらなかったが、この取り組みが実際にどの程度農家の収益増加に役立っているか

については疑問が残る。また、これらの政策による利益を得ることができるのは、政府、

あるいは国際 NGO の援助を得ることができる少数の農民グループに限られていることも

問題である。ラオスにおける有機農業とは化学肥料を使用しない低投入で、病害虫防除に

は生物農薬を用いる農業のことを意味すると理解されている。このことにより、有機認証

を取得することは可能であるが、他方で有機物の投入による土壌の培養という観点は欠落
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している。有機物の投入による土壌肥沃度の向上と維持は、持続的な有機農業のために重

要な要素であることから、この面についても留意することが重要である。 

 

政策の農民レベルでの実施に関連して成功している事例として、農民が農業グループを

組織し、この組織内で問題解決に当たっているケースがあった 。組織化することで、農民

たちは集団で利益を得られるだけでなく、政府との交渉力も得ていた。必要な技術訓練は、

政府の役人から直接指導を受けることができており、今回調査した農民グループに関して

は、農業政策と農民のニーズとの間に目立ったずれを感じることはなかった。ただ、農民

側からは低金利で融資を受けるなど資金面でのサポートと技術訓練の内容拡充を求める声

もあった。これを補完するため、政府ではなく海外の NGO からの支援が入っているケース

もあった。 

 

 

5 ギャップが生まれた理由の分析と提言 

 

ラオスにおいて農業政策と農家の間にギャップが生まれる理由として、政策を立てる過

程を見る必要がある。ラオスにおいては、新しい農業関連の立法を行うに当たっては、ま

ず、政策を策定し、次にその政策を実現するための戦略を策定し、最後にそれに必要な立

法措置を講ずるという手順が踏まれている。多くの場合、それぞれの段階でドナーも含め

た多くの専門家とのコンサルテーションを実施しており、ドナーの意向が大きく反映する

ことが多い。多くのドナーがそれぞれラオスに対する援助方針を打ち立てており、ラオス

の農業政策策定の際に、自国の援助方針に沿った提案をする傾向が認められる。農民が政

策の策定段階で積極的に関与しているという事例は今回の調査では得られなかった。ラオ

スが現在進めているクリーン農業もこのような過程を経て生まれたものであると考えられ

る。ラオスで有機農業を振興しようとする動きは、農家から生まれたものではなく、ラオ

ス農業はもともと有機農業であったため、それをラオスの強みとして海外にアピールしよ

うという政府あるいは海外ドナーの発想である。そのため、日本を含めた他国で考えられ

ている有機農業のコンセプトについての理解が農家の側でなされないままに「有機農業」

の振興という政策が独り歩きしているように思われる。 

 有機農業では、政策が無理に実施されているのではなく、農民が有機農業の魅力に気づ

いており、自発的にインセンティブを見出して有機農業での栽培に取り組むような政策誘

導がなされている。しかしながら、そのようなことが可能なのは、都市部の比較的健康に

関する関心度が高い地域に限られており、山岳地帯など、食料自給達成ができていない地

域について同様の政策が有効であるとは考えにくい。 

政策の認知度については、聞き取りを行った農民グループでは、各農民が農業政策につ

いて詳しく知らない場合でも、農民グループに所属することで必要な情報を得ることがで
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き、必要に応じて金銭や肥料、労働力の貸し借りを行っており、相談や互いに助け合うな

ど効率的に働いていた。細かい政府への要望としては、種子の分別機などの農業機械や無

料の肥料を政府が供与してくれることを望む声もあった。 

農業政策そのものは農民のニーズに配慮したものであるものの、政策実現のための詳細

な実施手法に関する部分が欠けていることがあり、①土地のアクセスに関すること、②所

得補償をはじめとした農民の権利保障、③農民の土地への権利が明確でないといった部分

で何かしらの対策が必要である。特に、政策を実施するために必要な技術指導については、

政府のキャパシティが低いため、政策の実施に応じようとする農家の要請にこたえられな

いという事態が生じている。 

日本への要望としては、政府職員の知識が十分でないことが多く、職員のキャパシティ

ビルディング、特に、食料安全保障、衛生、栄養、バリューチェーンに関する知識を補強

する訓練を必要としていた。 
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H)  ボリビア 

 

【要旨】 

 小規模農家が主として自給用のジャガイモや穀類を生産する高地高原地帯と、比較的

規模の大きい農家が大豆、砂糖等輸出をも視野に入れた作物を生産している低地平原

地帯が対照をなしている。高地高原地帯にはキヌア等独自の作物の栽培が行われてい

る。 

 先住民出身の大統領のもと、「農牧・共同体的生産革命法」により、国内消費の促進、

品種改良と在来品種の保存・利用、生産地保全等を内容とした農業政策が施行されて

いる。 

 政策の認知は政府との距離に比例している。高地高原地帯と低地平原地帯では、政策

への関与度が異なっている。 

 技術面だけでなく、農業金融をはじめとした農業経営に関する農家の能力を高めるた

めの普及活動を強化する必要がある。また、高地高原地帯ヘは、貧困対策と同時に、

キヌア等の高収益作物の導入をはかる必要がある。 
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1   農業の概要 

 

ボリビアは、豊富な資源国として成長を遂げているものの、現在もラテンアメリカの最

貧国の一つである。日本の約 3倍に相当する 110 万平方キロメートルの国土に、約 1,060 万

人が暮らす。1 人当たり GDP は約 3,236 ドルで、国連と世銀が定義する世界の国々の所得

グループでは、低位中所得国（LMICs: Lower Middle Income Countries）に分類されている。 

 

表 1：ボリビアの概要55
 

 

 

穀物生産は、大豆やトウモロコシの産地として急成長を遂げているサンタクルス県を中

心に、生産指数上のうえでも成長が確認できるが、同県を除く高地では、農民は極めて厳

しい気象条件の中で暮らしている。低地平原地域のサンタクルスを除く主要都市が高地に

あり、農業生産の面でも大きな格差がある。 

ボリビアは 9 県で構成され、国土は主に、標高や地形から、高地高原地域、渓谷地域、

低地平原地域の三つに分類される。 

表 2：ボリビアの地域分類56
 

地域名 標高 おもな県 

高地高原地域 3500 メートル前後 ラパス、オルロ、ポトシな
ど 

渓谷地域 500〜4,000 メートル コチャバンバ、スクレ 

低地平原地域 500 メートル前後、 サンタクルス、ベニ 

 

                                                   
55 世界銀行ウェブサイトのデータベース掲載の数値をもとに、当社作成。面積のみ、日本国外務省ウェブ

サイト「ボリビア多民族国基礎データ」を使用した 
56 外務省ウェブサイト「在外公館医務官情報」の記述などをもとに当社作成 

⼈⼝（100万⼈,2014年） 10.6

⾯積（1,000平⽅キロ） 1,100

農村部⼈⼝割合（%,2014年） 32

GDP(100万⽶ドル,2014年) 34,174

⼀⼈あたりGDP（⽶ドル,2014年） 3,235.8

農業⽣産のGDPに占める割合（%,2014年） 13.3

穀物平均単収（kg/ha,2013年） 1,977

穀物⽣産指数（2004〜06年の平均=100,2013年） 133.1

⼟地⾯積（平⽅キロ,2014年） 1,083,300

⼟地⾯積のうち農地の占める割合（%,2013年） 34.8

⼟地⾯積のうち耕作適地の占める割合（%,2013年） 4.1

肥料消費（kg/耕作適地1ha,2013年） 9.7
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人口の約 6割が暮らす高地高原地域では、約 8割の農民が、1ヘクタール～3 ヘクタール

の小規模な農地で、自給用の穀物や、ジャガイモ、トウモロコシ、ソラマメなどを栽培し

ている。ほとんどが家族で消費するための生産で、出荷される穀物類は 3 割程度にとどま

る。商品作物として、有機栽培のコーヒー、カカオ、キヌアなどを生産している地域もあ

るが、収入源としては限定的である。余った作物を、物々交換したり、近くの市場で販売

して換金したりするが、高地に暮らす農民の多くは徒歩で数時間かけて市場に出かけてお

り、現金収入を得る手段には困難を抱えている。農民の多くは現在も、牛やロバによる耕

作を続けている57。 

リチウムの埋蔵で知られるウユニ塩原があるポトシ県、オルロ県は、土壌の塩分濃度が

高く、自家消費用のジャガイモや、キヌア以外の生育が困難な地域である。2013 年は国連

食糧農業機関の「国際キヌア年」だったこともあり、ボリビア政府としても、ウユニ塩原

周辺地域でのキヌア生産を振興したい考えだ。首都機能があるラパス周辺と、渓谷地域の

中心都市コチャバンバではジャガイモの生産が盛んで、主要産地となっている58。 

憲法上の首都があるスクレ（首都機能はラパス）やコチャバンバを含む渓谷地域は、標

高 500 メートル以下の低平地から、4,000 メートルを超える山地など多様な地形が特徴であ

る。渓谷地域の北部は、高温多湿な亜熱帯気候に属し、サトウキビなど熱帯性作物の生産

に適している。同地域では、古くからの農法と、近代的な農法が併存している。食料用と

しては、ジャガイモ、大麦、トウモロコシ、小麦、果実、野菜などを栽培し、輸出用に茶

やコーヒーを生産している。渓谷地域、高地高原地域は、いずれも傾斜が厳しく、トラク

ターなどの農業機械が入れない地域が多い。こうした地域では、1〜3 ヘクタールまでの同

国としては小規模な農地で、ロバや牛を用いて、自家消費用の食料を育てている農家がほ

とんどだという。 

低地平原地域は、国土の大部分を占め、他の 2 地域と比べて豊かである。サンタクルス

県は大規模農業の中心地で、直近の 2014/15 収穫年度は、ボリビアの全耕作面積の 7 割を同

県が占めている。サンタクルス県の政府関係者によれば、GDP の 7割を占めているという。

県別の耕作面積は、同国の農業適地の偏在を明確に示している。 

 

                                                   
57 以下、地域ごとの特色については、ボリビア農村開発・土地省への聞き取りなどをもとにした 
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表 3：県別耕作面積（2014/15収穫年度） 

 

 

サンタクルス県の大規模農家は、強力な生産者組合を組織しており、農業政策のあり方

などについて政府と交渉し、組合員に技術指導などの支援を提供している。一方で、大規

模農家が経営する農地の周辺では、比較的新しい住民らが小規模農業を営んでいる。現地

調査で聞き取りをした農家の中には、ポトシ県など、かつて鉱山開発が盛んだった地域か

ら、生活に困窮して、20 年ほど前に開拓者としてサンタクルスに移住してきた事例が複数

あった。小規模零細農家は、現在も米の生産のために、原生林を伐採して焼き払った空き

地に稲などを作付けする、焼畑農業を続けており、深刻な問題となっている。 

ボリビアの 1 人当たりの年間食料消費量をみると、ジャガイモの消費が抜きん出ている。

穀物類では、小麦粉、米が続く。 

 

 

図 1：1人当たりの年間食料消費量（kg,2012）59
 

                                                   
59 ボリビア農村開発・土地省提供のデータを基に当社作成 
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2014/15 年度の農業生産をみると、下表のように主要な輸出品である砂糖、大豆の生産が

突出していることが確認できる。ペルー、ベネズエラ、コロンビア、エクアドルなどが主

な輸出先となっている。主食として消費されるジャガイモの生産も 4 番目に多かった。自

家消費や、ボリビアで最もポピュラーな食料として、零細農家から大規模農家まで幅広い

層の農家がジャガイモを生産している。サトウキビ、大豆は商品作物として、サンタクル

ス県の大規模農家が近年、生産を増やしている。 

表 4：ボリビアの農業生産（2014/15年度）60
 

 

 

                                                   
60 ボリビア農村開発・土地省提供の資料を基に当社作成 

分類 生産量（t） 単収（kg/ha） 作付面積（ha）

サトウキビ 油糧種子/工業用 8,284,996 52,759 157,034

大豆 油糧種子/工業用 2,870,571 2,474 1,160,152

トウモロコシ（殻入り） 穀物 1,037,226 2,542 408,000

ジャガイモ 根菜類 983,984 4,715 208,692

ソルガム 穀物 513,142 2,415 212,500

小麦 穀物 379,712 1,804 210,499

モミ米 穀物 361,476 2,350 153,822

バナナ（Plátano） 果物 338,409 8,790 38,500

キャッサバ 根菜類 250,534 8,356 29,983

バナナ（Banano） 果物 224,504 12,148 18,480

ヒマワリ 油糧種子/工業用 221,632 1,025 216,224

オレンジ 果物 189,913 7,354 25,823

アルファルファ 飼料 185,598 5,843 31,766

大麦 飼料 148,036 2,098 70,547

ミカン 果物 137,896 8,185 16,848

フリホル豆 野菜 108,731 1,334 81,532

タマネギ 野菜 92,958 9,880 9,409

キヌア 穀物 92,312 531 173,960

ソラマメ 野菜 59,089 1,730 34,163

トマト 野菜 54,034 10,395 5,198

パイナップル 果物 50,599 12,187 4,152

大麦（殻入り） 穀物 49,551 915 54,158

モモ 果物 41,168 6,296 6,539

ブドウ 果物 31,998 7,026 4,554

エンドウ豆 野菜 22,790 1,540 14,800

トウモロコシ 野菜 21,352 2,842 7,513

コーヒー 嗜好品 21,126 538 39,270

ピーナッツ 油糧種子/工業用 20,788 1,532 13,571

ゴマ 油糧種子/工業用 11,450 560 20,450

ニンニク 野菜 7,070 4,723 1,497

カカオ 嗜好品 5,639 482 11,688

綿花 油糧種子/工業用 2,315 681 3,400
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2 農業政策の概要・目的 

 

ボリビアは、標高の高い高地・高原地域、渓谷地域の 2 地域と、サンタクルスを中心と

した低地平原地域の間の政治的な対立にも特徴がある。サンタクルスでは、欧州からの移

民の子孫や日系人を中心とした大規模農家が大豆や砂糖などの輸出作物の生産で同国経済

を牽引している。一方の高地・高原地域と渓谷地域は、低地平原地域と比べて先住民が多

い。 

2005 年 12 月の大統領選挙で、ボリビアで初めて、先住民出身のエボ・モラレス大統領が

誕生した。当初は、高地・高原地域、渓谷地域を中心に支持を集めたとされる一方で、低

地平原地域では、モラレス政権に批判的な勢力が多い。サンタクルス県の政府関係者は

「我々は、農業生産などで国の経済を支えているが、いまの立場は野党だ」と話す61。 

農村開発・土地省も、家族農業の支援に力を入れており、現在、2016 年の完成を目指し

て、家族農業・共同体農業に特化したプログラムの策定を進めている。低地平原地帯の大

規模農家や農業団体の複数の関係者は、高地を中心とした小規模農家に手厚い支援を進め

るモラレス政権について、平原地帯への支援が不十分であるとみている。 

モラレス政権は 2006年、国家政策として、国家開発計画「善き生活のための、尊厳ある、

主権を持つ、生産的、民主的な、ボリビア」（Plan Nacional de Desarrollo：PND）を策定。2011

年 6 月には、新しい農業法にあたる、農牧・共同体的生産革命法（Ley de la Revolución 

Productiva Comunitaria Agropecuaria）が制定された。おもな農業政策について、次のように

定めている62。 

 国内消費の促進 

国内消費の促進についても定めている。学校給食に先住民族等のコミュニティによる生

産物を取り入れていくこと、学校カリキュラムに栄養的・文化的に適切な国内産食品の消

費についての教育を取り入れること、地元産や地域の労働者を雇用している生産物に「社

会認証」を行うこと、地元の生産物消費を振興するために、「ボリビア産を買って食べる」

キャンペーンを推進する、といった規定が盛り込まれている。 

農村開発・土地省などによると、同法が規定するボリビア産品の消費と、教育、栄養状

態の改善などを目的に、子どもたちに学校で朝食を提供するプログラムが実施されている。

このプログラムでは、高地高原地域で生産されている雑穀キヌアや、牛乳などが生産者団

体を通じて提供されている。政府が、農産品を買い上げることで、生産を奨励し、消費を

促進する政策と考えられる63。 

 

 

                                                   
61 2015 年 9 月、サンタクルス県の県政府関係者からの聞き取りによる。 
62 Estado Plurinacional de Bolivia, Ley No. 144, Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, 26 de 

Junio de 2011 
63 2015 年 9 月 7 日の農村開発・土地省、9 月 8日のキヌア生産者協会への聞き取りから 
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 在来種と改良品種 

農牧・共同体的生産革命法は「高品質種子の生産・利用・保全・交換」を促進するとす

る一方で、「先住民族コミュニティ等が維持してきた在来種子の回復、保全、改良、生産、

普及の促進」を定めている。また、独立採算の公的法人として「戦略的種子生産支援企業」

を創設し、戦略的産品を優先しつつ、高品質の種子を生産するとしている。サンタクルス

県では、種子の品質改善を柱とした、国際協力機構による技術協力プロジェクトも実施さ

れている。 

 

 生産地保全 

都市化に対して、農業、林業の生産地の保全を義務付ける規定が盛り込まれている。農

牧・共同体的生産革命法は、中央政府が定める土地の利用計画にしたがって、市街化に一

定の制限を設け、生産に適した地域を保全することとしている。 

 

 包括的農業保険 

同法は、自然災害などによる収穫物の損害を補償する包括的農業保険を規定している。

農業保険については、現地調査時に農業従事者らに質問をしたが、政府による保険の運用

については、確認できなかった。 

 

 農業融資 

共同体的経済組織に対する融資のための基金の設置が定められている。農民組織などが

「社会的管理」を担い、資金回収を支援する。同法には、食料生産支援公社（EMAPA: Empresa 

de Apoyo a la Producción de Alimentos）の設置を定めており、同公社が技術支援や、農業融資

の実施を担っている。 

サンタクルス県の小規模農家への聞き取りでは、農業団体や民間の金融機関の数万ドル

の融資を受けている農家を複数軒確認した。とくにシーズンのはじめに、種子や、肥料、

農薬などを購入する資金として借り入れをしているケースが目立った。現地調査の聞き取

りでは、EMAPA を通じて、種子や肥料を現物で借り入れ、収穫後に現金で返済する制度を

利用している農家もあった。 

 

 遺伝子組み換え作物 

農牧・共同体的生産革命法は、遺伝子組み換え作物の導入に道を開いたと言われる。遺

伝子組み換え作物を用いた食品などの表示義務、遺伝子組み換え作物の生産・輸入・流通

を管理する規定が盛り込まれている。一方で、「遺伝資源や生物多様性を脅かすもの、また

生命システムの健康や人々の健康に害を及ぼすようなもの、あるいはボリビアが起源ある

いは多様性の中心となっているような種に対する遺伝的改変を行った種子を含む農業技術

パッケージを導入しない」と定めている。 
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おもにサンタクルス県で大豆やトウモロコシを生産する大規模農家では、遺伝子組み換

え作物の導入が急速に進んでいる。一方で、貧しい農家の多い高地高原地域の農業団体、

農村支援団体などは、有機栽培を促進している64。ここでも高地と低地間の対立が確認でき

る。 

 

2015 年 9 月 8 日のボリビア農村開発・土地省への聞き取りでは、担当者はおもに、次の

ような政策を重視していると語った。 

1. 作付面積の拡大、単収の向上、食料自給率の向上 

2. 輸出の拡大 

3. 小規模・中小農家向けでは、ジャガイモの生産を奨励。使用する種子の 7 割を政府

が無償で配布 

4. 小麦生産者向けには、農薬や肥料の配布 

5. 小規模、中規模農家については、灌漑の導入が最大の課題。散水、点滴など様々な

方法で効率的な灌漑を広めていく必要がある 

 

 

3 政策の農家への浸透度 

 

サンタクルス県で行った農家への聞き取り結果では、政策に関する認識、浸透度につい

ては、農家の置かれた状況によりかなりのばらつきが確認できた。比較的活発に活動して

いる農協に参加している農家は、農協や農業系政治団体の会合で、政府による補助などの

情報を得ている。また、農協を含め、政府系の農業融資を受けている農家については、農

協や農業系政治団体の会合、政府への支持を表明するデモ行進などへの参加が義務付けら

れているという。結果として、政府からの支援については一定の情報を得ていた。 

一方で、農協や農業団体からの拘束を嫌う農家は、こうした支援を受けず、民間の金融

機関から融資を受けている事例もあった。農薬や肥料を業者から購入している場合は、企

業の技術者から肥料や農薬の扱いについて、アドバイスを受けるなど、民間セクターの技

術支援を受けているケースもあった。こうした農家については、政策に関する情報は入手

できていない様子であった。 

 

 

4 政策と農家のニーズのギャップ 

 

中小規模の農家はほぼ全戸が、天水に頼って農業を営んでいる。このため、生産量は天

                                                   
64 2015 年 9 月 8 日、ボリビアエコロジー生産者組織連合会への聞き取りによる 
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候に左右され、経営は極めて不安定な状態となっている。政府からの支援については、聞

き取りをしたサンタクルス県の農家は、いずれも灌漑システムの導入について支援を求め

る声が多かった。農村開発・土地省の担当者は灌漑整備の必要性を十分に認識していた。

しかし、多額の予算が必要となることから具体的な政策として実行に至ってはおらず、外

国からの援助に頼っているのが現状だろう。 

種子や肥料の無償配布については、小麦やジャガイモの生産者が対象となっているが、

すべての農家に行き渡ってはいない様子だった。地域に有力な大規模農業経営者がいる場

合、農協や地域の政府に対する発言力が強まることから、優先的に配布の対象となってい

ると考えられる。一方で、人口や農業生産の多いコミュニティから離れた土地を所有する

農家に対しては、こうした支援は届いていない。全戸を対象に種子や肥料を配布できるほ

ど、潤沢な予算がないため、結果として、中央政府との関係が良好な地域に優先的に支援

が実施されていると考えられる。 

サンタクルス近郊では、農業の近代化が進んでおり、中小規模の農家にとっては、毎年

のコスト負担が増している。だが、農地を取得してからの年月が浅い中小規模の農家は、

資本や知識も不十分なまま、多額の借り入れを抱えながら、不安定な農業経営を続けざる

を得ない実態がある。 

十分な農地の確保が難しい高地高原地域では、生産できる作物が限られる。このため、

政府はキヌアやコーヒー、カカオなどの生産を奨励している。カカオやキヌアを生産し、

高品質のチョコレートや、シリアルのバーなどに加工・販売している農業者団体のような

事例もあるが、いまのところ、こうした産品の販売先は十分ではない。 

 

 

5 ギャップが生まれた理由の分析と提言 

 

 分析と提言は以下の 4 点である。 

第一に、灌漑支援の拡充についてである。サンタクルスを中心とした低地でも、乾燥し

た気候であることから、降雨が不足しがちだという。政府としても、灌漑について支援の

必要性は認識しているものの、多額の予算を用意する財政力はない。モラレス政権以前は、

米国系の援助機関による支援が活発に行われていたが、現政権は米国と一定の距離を取る

方針をとっていることから、米国系の支援はほぼ止まっているという現状もある。農地取

得からの日が浅い農家は天水に依存しており、豊作の年は借り入れの返済が可能だが、不

作となれば、農業を継続できなくなるリスクを抱えている。中小規模の農家が安定した経

営を持続するには、灌漑支援の拡充が不可欠である。農家からの要望も強い灌漑支援は、

政策と農業従事者のニーズの間にあるギャップを埋める施策ともなりうる。 

第二に、金融教育が必要とされている。サンタクルス県の中小規模の農家への聞き取り

では、数万ドル規模の借り入れを抱えている事例が複数確認できた。元本と利息を合わせ
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て、どの程度の返済が収穫後に発生するのかなどを認識せず、無計画なまま借り入れを膨

らませているケースが少なくないという。農業の高コスト化が進む中、ボリビアの小規模

農家には経営指導や金融教育について潜在的なニーズがある。無理のない範囲で借り入れ

をしながら、時間をかけて作付面積を拡大していくノウハウなどについて、知識や技術の

移転が求められる。こうした農業従事者を対象とした金融教育は、比較的小規模な予算で

も実施可能な支援でもある。金融教育がある程度進んだところで、本格的な経営指導に移

行していく有益だろう。 

第三に、漏れのない支援の実施の必要性である。種子や農薬を配布する政策については、

支援を受けている農家と、支援の存在も知らない農家がいるなど、必ずしも平等な実施に

はなっていないと考えられる。限られた予算で、対象地域がかたよるのは理解できるが、

政治的な対立構造が背景にあるとして、サンタクルス近郊の農業経営者らは政府への不満

を募らせている。 

最後に、キヌアなど高付加価値商品の生産拡大とマーケットの創出を提案する。キヌア

はもともと、ボリビアの伝統的な雑穀だった。近年、栄養価の高い健康食品として欧米、

日本などの先進諸国の一部で注目されたことで、海外での需要が高まり、価格が上昇した。

生産量が限られ、加工に手間がかかることもあって、現在は、ボリビアの消費者には手の

届きにくい食品となっている。高品質なキヌアの生産を拡大し、スケールメリットで加工

のコストを低減することで、低中所得層にとっても身近な伝統食品としての地位を取り戻

すことが必要だ。さらに、先進諸国と連携して健康食品としての PR を強め、海外需要も高

めることで、高地の農業従事者の生計向上を目指すことにもつながると考えられる。 

 


